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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を生体組織よりも強く吸収する可動対象（２４）が生体（２８，３０）の血管（２
６）内で移動する過程においてその可動対象（２４）の位置を測定する方法であって、
ａ）可動対象（２４）の移動前又は移動後に、造影剤を第１の濃度で含んでいる血管（２
６）を少なくとも部分的に含む生体（２８，３０）の少なくとも１つの部位に関する第１
のＸ線画像データセット（Ｒ１）が取得されるステップと、
ｂ）可動対象（２４）の移動前又は移動後に、血管（２６）が造影剤を前記第１の濃度よ
りも低い濃度で含んでいるか又は全く含んでいない状態で、前記部位に関するデータを含
む第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）が取得されるステップと、
ｃ）可動対象（２４）の移動中に、血管（２６）が造影剤を前記低い濃度で含んでいるか
又は全く含んでいない状態で、前記部位に関するデータを含む少なくとも１つの第３のＸ
線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）が取得されるステップと、
ｄ）第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）および第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，
Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）の互いに空間的に割り当て可能なデータ値が互いに引算されて
、第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）および第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ
３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）からなる差画像データセット（Ｓａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄ）が算出
されるステップと、
ｅ）差画像データセット（Ｓａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄ）に関してセグメンテーション法を実
行して、可動対象（２４）に割り当て可能であるデータが識別されるステップと、
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ｆ）予め与え得る幾何学的な割当規則を求めることによって、差画像データセット（Ｓａ
，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄ）のデータに第１のＸ線画像データセット（Ｒ１）のデータが割り当
てられるステップと、
ｇ）第１のＸ線画像データセット（Ｒ１）と、識別されて可動対象（２４）に割り当て可
能なデータとに基づいて、血管（２６）内での可動対象（２４）の位置が測定されるステ
ップと、を有し、
　第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）の少なくとも１つを
取得中に、血管（２６）の内部空間に関する１つの他の画像データセット（３６）が、血
管（２６）内にある可動対象（２４）により取得されることを特徴とする可動対象の位置
測定方法。
【請求項２】
　ステップｃ）が時間的にステップａ），ｂ）の後に続き、ステップｃ）において時間的
に相次いで複数の第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）が取
得され、複数の第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）のそれ
ぞれについてステップｄ）～ｇ）に従って可動対象（２４）の位置が測定されることを特
徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　他の画像データセット（３６）が、血管（２６）内での位置を測定された可動対象（２
４）の位置に割り当てられることを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　可動対象（２４）がカテーテル（２４）を含み、かつ他の画像データセット（３６）が
血管内超音波法により取得されることを特徴とする請求項１から３の１つに記載の方法。
【請求項５】
　血管（２６）がほぼ周期的に運動し、その周期的な運動の同じ位相位置で第１のＸ線画
像データセット（Ｒ１）および第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）、および／又は第１
のＸ線画像データセット（Ｒ１）および第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，
Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）、および／又は第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）および第３のＸ線
画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）が取得されることを特徴とする請
求項１から４の１つに記載の方法。
【請求項６】
　周期的な運動が測定ユニット（４２）により検出され、第１のＸ線画像データセット（
Ｒ１）および／又は第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）および／又は第３Ｘ線画像デー
タセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）の取得時点が前記測定ユニット（４２）か
ら供給されるデータに基づいて決定されることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　血管（２６）が第１および第２の周期的な運動の重なりに応じて運動し、第１の周期的
な運動が測定ユニット（４２）により検出され、第２の周期的な運動が、時間的に相次い
で複数の第１のＸ線画像データセット（Ｒ１）および／又は第２のＸ線画像データセット
（Ｒ２）および／又は第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）
を取得することによって検出され、ステップｄ）におけるデータ値の空間的な割り当て、
および／又はステップｆ）において予め与え得る幾何学的な割当規則を求めることは、検
出された第１および第２の空間的な運動に依存して行なわれることを特徴とする請求項５
又は６記載の方法。
【請求項８】
　ステップｆ）において割当規則を求めることは、第１のＸ線画像データセット（Ｒ１）
と、第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）および／又は第３のＸ線画像データセット（Ｒ
３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）および／又は差画像データセット（Ｓａ，Ｓｂ，Ｓｃ，
Ｓｄ）とのレジストレーションにより行なわれることを特徴とする請求項１から７の１つ
に記載の方法。
【請求項９】



(3) JP 6140398 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

　ステップｆ）において割当規則を求めることは、第１のＸ線画像データセット（Ｒ１）
に割り当てられている座標系（ｘ，ｙ）と、第２のＸ線画像データセット（Ｒ２）および
／又は第３のＸ線画像データセット（Ｒ３ａ，Ｒ３ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄ）および／又は差
画像データセット（Ｓａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄ）に割り当てられている座標系（ｘ’，ｙ’
）との間の座標変換により行なわれることを特徴とする請求項１から８の１つに記載の方
法。
【請求項１０】
　請求項１から９の１つに記載の方法を実施するために、Ｘ線管（１２）とＸ線検出器（
１４）と画像処理ユニット（１６）とを有するＸ線撮像装置（１０）において、インター
フェース（１８）を備え、このインターフェース（１８）を介して画像処理ユニット（１
６）が、信号交換に関して、血管（２６）の内部空間に関する画像データセットを取得す
るためのカテーテル（２０，２２）に接続可能であることを特徴とするＸ線撮像装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線を生体組織よりも強く吸収する可動対象が生体の血管内で移動する過程
においてその可動対象の位置を測定する方法に関する。本発明は、Ｘ線管とＸ線検出器と
画像処理ユニットとを有するＸ線撮像装置にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の冠状血管を検査するためにＸ線を使用することが知られている。この場合通常で
は、投与された造影剤が血管を介して冠状血管内に到達し、冠状血管はＸ線画像中に明瞭
に現れる。このようにして冠状血管の幾何学的形状もしくは形態学に関する情報を検出す
ることができる。しかし冠状血管内壁の生理学に関する情報は得られない。
【０００３】
　血管内壁をさらに詳細に検査するために、超音波ヘッドを有し血管中に導入されるカテ
ーテルを用いるＩＶＵＳ（血管内超音波法）と呼ばれる方法を実施することが知られてい
る。この方法は、血管内壁の高い空間分解能を有する超音波断層画像を提供する。しかし
そのようにして撮影された超音波画像を、冠状血管内のカテーテルの特定位置に割り当て
ることは困難である。
【０００４】
　これに関連して、カテーテルを血管内の出発位置に配置した際にＸ線画像を撮影するこ
とが知られている。カテーテルにより超音波画像を撮影する間にＸ線画像から提供される
血管形状と、血管を通してカテーテルを引く既知の速度とにより、特定時点において血管
内での超音波ヘッドのその都度の位置を推定することができる。
【０００５】
　この代わりに、血管を通してカテーテルを引いている間に、造影剤投与なしに連続的に
Ｘ線透視をする、つまりＸ線画像シリーズを撮影してもよい。この場合に、Ｘ線画像内で
の超音波ヘッドのその都度の位置は、セグメンテーション法により識別することができる
。しかしこの方法はカテーテルの明確な識別が常に可能であるとは限らないという欠点を
持つ。例えば、患者体内の他の物体がＩＶＵＳカテーテルと似たようなコントラストを有
し、それゆえに明確な識別を困難にすることがある。この例が移植組織（例えば心臓ペー
スメーカの構成部品）、手術縫合部（例えば、バイパス手術に基づくもの）又は血管内の
石灰沈着である。
【０００６】
　造影剤を用いた血管造影によるＸ線画像は、カテーテル移動中のＸ線画像シリーズとは
異なる時点で撮影されるため、患者の運動がその後における画像調整に不都合な影響を及
ぼし、両画像データセットの相関を困難にすることがある。しばしばこのような運動は、
この運動が特に呼吸又は心拍動によって引き起こされる運動である場合には回避できない
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。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、血管内で移動する対象の位置をさらに高い信頼性をもって測定し、血
管の幾何学的な形状に関連付けることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、本発明によれば、Ｘ線を生体組織よりも強く吸収する可動対象が生体の血
管内で移動する過程においてその可動対象の位置を測定する方法であって、
ａ）可動対象の移動前又は移動後に、造影剤を第１の濃度で含んでいる血管を少なくとも
部分的に含む生体の少なくとも１つの部位に関する第１のＸ線画像データセットが取得さ
れるステップと、
ｂ）可動対象の移動前又は移動後に、血管が造影剤を前記第１の濃度よりも低い濃度で含
んでいるか又は全く含んでいない状態で、前記部位に関するデータを含む第２のＸ線画像
データセットが取得されるステップと、
ｃ）可動対象の移動中に、血管が造影剤を前記低い濃度で含んでいるか又は全く含んでい
ない状態で、前記部位に関するデータを含む少なくとも１つの第３のＸ線画像データセッ
ト（が取得されるステップと、
ｄ）第２のＸ線画像データセットおよび第３のＸ線画像データセットの互いに空間的に割
り当て可能なデータ値が互いに引算されて、第２のＸ線画像データセットおよび第３のＸ
線画像データセットからなる差画像データセットが算出されるステップと、
ｅ）差画像データセットに関してセグメンテーション法を実行して、可動対象に割り当て
可能であるデータが識別されるステップと、
ｆ）予め与え得る（つまり予め設定し得る）幾何学的な割当規則を求めることによって、
差画像データセットのデータに第１のＸ線画像データセットのデータが割り当てられるス
テップと、
ｇ）第１のＸ線画像データセットと、識別されて可動対象に割り当て可能なデータとに基
づいて、血管内での可動対象の位置が測定されるステップと、
を有する可動対象の位置測定方法によって解決される（請求項１）。
　可動対象の位置測定方法に関する本発明の実施態様は、次の通りである。
・ステップｃ）が時間的にステップａ），ｂ）の後に続き、ステップｃ）において時間的
に相次いで複数の第３のＸ線画像データセットが取得され、複数の第３のＸ線画像データ
セットのそれぞれについてステップｄ）～ｇ）に従って可動対象の位置が測定される（請
求項２）。
・第３のＸ線画像データセットの１つを少なくとも取得中に、血管の内部空間に関する１
つの他の画像データセットが、血管内にある可動対象により取得される（請求項３）。
・他の画像データセットが、血管内での位置を測定された可動対象の位置に割り当てられ
る（請求項４）。
・可動対象がカテーテルを含み、かつ他の画像データセットが血管内超音波法により取得
される（請求項５）。
・血管がほぼ周期的に運動し、その周期的な運動の同じ位相位置で第１のＸ線画像データ
セットおよび第２のＸ線画像データセット、および／又は第１のＸ線画像データセットお
よび第３のＸ線画像データセット、および／又は第２のＸ線画像データセットおよび第３
のＸ線画像データセットが取得される（請求項６）。
・周期的な運動が測定ユニット、好ましくは心電図検出装置により検出され、第１のＸ線
画像データセットおよび／又は第２のＸ線画像データセットおよび／又は第３Ｘ線画像デ
ータセットの取得時点が前記測定ユニットから供給されるデータに基づいて決定される（
請求項７）。
・血管が第１および第２の周期的な運動の重なりに応じて運動し、第１の周期的な運動が
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測定ユニットにより検出され、第２の周期的な運動が、時間的に相次いで複数の第１のＸ
線画像データセットおよび／又は第２のＸ線画像データセットおよび／又は第３のＸ線画
像データセットを取得することによって検出され、ステップｄ）におけるデータ値の空間
的な割り当て、および／又はステップｆ）において予め与え得る幾何学的な割当規則を求
めることは、検出された第１および第２の空間的な運動に依存して行なわれる（請求項８
）。
・ステップｆ）において割当規則を求めることは、第１のＸ線画像データセットと、第２
のＸ線画像データセットおよび／又は第３のＸ線画像データセットおよび／又は差画像デ
ータセットとのレジストレーションにより行なわれる（請求項９）。
・ステップｆ）において割当規則を求めることは、第１のＸ線画像データセットに割り当
てられている座標系と、第２のＸ線画像データセットおよび／又は第３のＸ線画像データ
セットおよび／又は差画像データセットに割り当てられている座標系との間の座標変換に
より行なわれる（請求項１０）。
　前述の課題は、本発明によれば、本発明による方法を実施するために、Ｘ線管とＸ線検
出器と画像処理ユニットとを有するＸ線撮像装置において、インターフェースを備え、こ
のインターフェースを介して画像処理ユニットが、信号交換に関して、血管の内部空間に
関する画像データセットを取得するためのカテーテルに接続可能であるＸ線撮像装置によ
っても解決される（請求項１１）。
【０００９】
　本発明による方法は、Ｘ線を生体組織よりも強く吸収する可動対象が生体の血管内で移
動する過程においてその可動対象の位置を測定するために使用される。この方法は次の本
発明によるステップ、即ち、
ａ）可動対象の移動前又は移動後に、造影剤を第１の濃度で含んでいる血管を少なくとも
部分的に含む生体の少なくとも１つの部位に関する第１のＸ線画像データセットが取得さ
れるステップと、
ｂ）可動対象の移動前又は移動後に、血管が造影剤を前記第１の濃度よりも低い濃度で含
んでいるか又は全く含んでいない状態で、前記部位に関するデータを含む第２のＸ線画像
データセットが取得されるステップと、
ｃ）可動対象の移動中に、血管が造影剤を前記低い濃度で含んでいるか又は全く含んでい
ない状態で、前記部位に関するデータを含む少なくとも１つの第３のＸ線画像データセッ
トが取得されるステップと、
ｄ）第２のＸ線画像データセットおよび第３のＸ線画像データセットからなる差画像デー
タセットが算出され、その際に第２のＸ線画像データセットおよび第３のＸ線画像データ
セットの互いに空間的に割り当て可能なデータ値が互いに引算されるステップと、
ｅ）差画像データセットに関してセグメンテーション法を実行して、可動対象に割り当て
可能であるデータが識別されるステップと、
ｆ）予め与え得る（つまり予め設定し得る）幾何学的な割当規則を求めることによって、
差画像データセットのデータに第１のＸ線画像データセットのデータが割り当てられるス
テップと、
ｇ）第１のＸ線画像データセットと、識別されて可動対象に割り当て可能なデータとに基
づいて、血管内での可動対象の位置が測定されるステップと、
を有する。
【００１０】
　特に、可動対象がセグメンテーション法により識別される前に差画像データセットが取
得されることによって、間違って可動対象として識別され得る物体に関するデータがもは
や差画像データセット中に存在しないことが保証される。これは、特に時間的に静止状態
にある外来物体に対して当てはまる。それらの外来物体と比べて、可動対象は血管内での
移動中に差画像データセット内に明瞭に現れ、自動セグメンテーション法で非常に簡単に
識別することができる。このようにして可動対象の信頼性の高い位置測定が可能である。
【００１１】
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　ステップｆ）に従って、造影剤により取得された第１のＸ線画像データセットのデータ
が、幾何学的な割当規則により一義的に、位置測定された可動対象に幾何学的に関連付け
られるので、複数の相補的なデータセットを組み合わせることにより１つの有意義な合成
データセットを作成することができる。特に、ステップａ）において取得された第１のＸ
線画像データセットにより血管の幾何学的な形状を明確に決定することができる。ステッ
プｂ）～ｅ）において極めて高い信頼性をもって識別された可動対象は、この幾何学的な
形状に関連付けられるので、ステップｇ）において非常に正確な位置測定が可能である。
【００１２】
　ステップａ）においてのみ、血管の可視化を改善するために血管は第１のＸ線画像デー
タセットの取得時点には既に造影剤を含んでいるが、第２および第３のＸ線画像データセ
ットの取得はこのような造影剤なしに実施されるので、患者の生理学的な負担を格別に少
なくすることができる。この方法の実施中に患者が全体として受けるＸ線量も非常に少な
い。
【００１３】
　ステップａ）およびｂ）は、可動対象がまだ前記部位内にいない状態で実施されると好
ましい。しかし、その代わりに、可動対象が既に前記部位内において出発位置に配置され
、第２のＸ線画像データセットの取得中には移動されないようにしてもよい。ステップｂ
）は造影剤の存在なしに実施されると好ましい。ステップｃ）はステップｂ）と同じ造影
剤濃度で実施されると好ましい。
【００１４】
　特に好ましくは、ステップｃ）が時間的にステップａ），ｂ）の後に続き、ステップｃ
）において時間的に相次いで複数の第３のＸ線画像データセットが取得され、その後複数
の第３のＸ線画像データセットのそれぞれについてステップｄ）～ｇ）に従ってさらに可
動対象の位置測定が行なわれる。ステップａ），ｂ）において取得された第１および第２
のＸ線画像データセットは、特に基準画像データセットを構成するのに対して、ステップ
ｃ）において取得された複数のＸ線画像データセットは、特にそれらの基準画像データセ
ットを用いてさらに処理される本来の測定データセットを形成する。第１および第２のＸ
線画像データセットによって特に静止Ｘ線画像が提供され、これに対して第３のＸ線画像
がストロボスコープシリーズで間欠的に又は連続的に透視にて取得される。このようにし
て、血管内での可動対象の移動を非常に良好に追跡することができる。何故ならば、可動
対象のどの位置にもそれぞれの第３のＸ線画像データセットが割り当てられているからで
ある。ステップａ），ｂ），ｃ）が時間的にこの順序で相次いで行なわれるのが格別に好
ましい。しかし、ステップｂ）をステップａ）の前に実施してもよい。
【００１５】
　第３のＸ線画像データセットの１つを少なくとも取得中に、血管の内部空間に関する１
つの他の画像データセットが、血管内にある可動対象により取得されるとよい。第３のＸ
線画像データセットのそれぞれには、特に複数の他の画像データセットのうちの１つを一
義的に割り当てることができる。複数の第３のＸ線画像データセットおよび複数の他の画
像データセットは、特に時間的に相互関係をもって存在するので、格別に有意義な複合測
定データセットが生成される。特に、他の画像データセットは、Ｘ線を利用しない方法に
より取得された画像データセットである。その際に格別に有意義な相補的な測定データセ
ットを使用することができる。
【００１６】
　他の画像データセットは、血管内の位置測定された可動対象の位置に割り当てられる。
この実施形態は、特に、他の画像データセット自体のみの考察では血管内での可動対象の
位置を全く又は不十分にしか推定できない場合に有利である。この場合に本発明による方
法ではこの不足する位置情報が特にＸ線画像データセットによって提供される。
【００１７】
　特に好ましいのは、可動対象がカテーテルを含み、かつ他の画像データセットが血管内
超音波法により取得されることである。その際に、血管内超音波法は、特にＸ線画像デー
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タセットからは求めることができない血管内壁の状態に関するデータを提供することがで
きる。他方ではこれらの超音波データを特定の血管位置に一義的に割り当てることができ
る。このようにして血管内壁の生理学的な状態を血管の特定の部分に割り当てることがで
きる。格別に正確な医学的診断が可能である。
【００１８】
　血管がほぼ周期的に運動する場合には、その周期的な運動の同じ位相位置で、第１のＸ
線画像データセットおよび第２のＸ線画像データセット、および／又は第１のＸ線画像デ
ータセットおよび第３のＸ線画像データセット、および／又は第２のＸ線画像データセッ
トおよび第３のＸ線画像データセットが取得されると好ましい。このようにして、第１、
第２および／又は第３のＸ線画像データセットにおいて検出される生理学的対象の部位が
同一であること、つまり一致する座標系を有することが保証される。同一でない幾何学的
位置に割り当てられ得る異なるＸ線画像データセットからのデータを処理することによっ
て生じる誤りが回避される。
【００１９】
　好ましくは、周期的な運動が測定ユニットにより検出され、第１のＸ線画像データセッ
トおよび／又は第２のＸ線画像データセットおよび／又は第３のＸ線画像データセットを
取得するための時点が前記測定ユニットから供給されるデータに基づいて決定される。そ
の周期的な運動は例えば心臓の律動的なポンプ運動によって引き起こされる。その周期的
な運動は心電図により検出することができ、この場合に測定ユニットとして、ＥＣＧ（心
電図）装置が設けられる。ＥＣＧ信号は、特にＸ線画像データセットの取得のためのタイ
ミングパルス発生器として使用され、それにより取得中の画像輪郭のぼやけが回避される
。
【００２０】
　心臓のポンプ運動に起因する血管の不可避の運動のほかに、患者の呼吸に起因する運動
も不可避である。従って血管が第１および第２の周期的な運動の重なりに応じて動く場合
、好ましくは第１の周期的な運動が前記測定ユニットによって検出され、第２の周期的な
運動が時間的に相次いで複数の第１および／又は第２および／又は第３のＸ線画像データ
セットを取得することによって検出される。その際にステップｄ）においてデータ値の空
間的な割り当てが、好ましくは、検出された第１および第２の空間的運動に依存して行な
われる。これは、代替として又は追加として、ステップｆ）における予め与え得る幾何学
的な割当規則を求めるためにも用いることができる。特に、このようにして第１の周期的
な運動を第２の周期的な運動から分離して、個別的に画像処理の際に利用することができ
る。それにより、血管の運動に起因するＸ線画像データセット中の望ましくない測定誤り
を回避することができる。
【００２１】
　好ましくは、ステップｆ）において、割当規則を求めることは、第１のＸ線画像データ
セットと第２のＸ線画像データセットおよび／又は第３のＸ線画像データセットおよび／
又は差画像データセットとをレジストレーションすることによって行なわれる。代替又は
追加として、ステップｆ）において、割当規則を求めることは、第１のＸ線画像データセ
ットに割り当てられている座標系と、第２のＸ線画像データセットおよび／又は第３のＸ
線画像データセットおよび／又は差画像データセットに割り当てられている座標系との間
の座標変換により行なわれるとよい。後者の代替は特に個々のＸ線画像データセットに関
連付けされた座標系が全部既知であるならば十分である。しかし、これらの座標系が全部
既知でない場合には、画像レジストレーション法によるのと同じ求めが行なわれるとよい
。このようにして、同一の幾何学的位置に割り当てられたデータのみが実際に互いに処理
されることが保証される。従って、位置測定は格別に高い精度で行なうことができる。
【００２２】
　本発明によるＸ線撮像装置はＸ線管とＸ線検出器と画像処理ユニットとを含む。更に、
本発明によるＸ線撮像装置はインターフェースを含み、このインターフェースを介して画
像処理ユニットが、信号交換に関して、画像データセットを取得するためのカテーテルに
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接続可能である。この場合に画像データセットは血管の内部空間に関係する。結局、画像
処理ユニットは本発明による方法を実施すべく構成されている。特に、個別に撮影が行な
われる２つの自立した装置、即ちＸ線装置と血管内超音波装置とが設けられ、これらの装
置が、そのインターフェースおよび特別構成の画像処理ユニットと組み合わされて、本発
明によるＸ線撮像装置を成している。それぞれの部分システムの個別画像データを組み合
わせることによって相乗効果が得られ、格別に有意義な複合画像データセットが提供され
る。
【００２３】
　本発明による方法に関して述べた好ましい実施形態およびそれらの利点は、本発明によ
るＸ線撮像装置に対しても相応に当てはまる。
【００２４】
　以下において実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は本発明によるＸ線撮像装置の一実施例による患者の心臓検査の概略図を示
す。
【図２】図２は本発明による方法での画像処理ステップの概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１および図２において同じ要素もしくは機能的に同じ要素には同じ符号が付されてい
る。本発明の実施例が概略的に示されている図面を参照して本発明を更に説明する。
【００２７】
　図１はＸ線管１２とＸ線検出器１４とを有するＸ線撮像装置１０を示す。Ｘ線管１２は
Ｘ線検出器１４に向かってＸ線を送出し、このようにして検出領域Ｅ内の２次元画像が取
得される。これらの２次元画像はコンピュータ１６に供給される。Ｘ線は、本実施例では
、検出領域Ｅ内に横たわっている患者３０の心臓２８の冠状血管２６の検査に使われる。
Ｘ線画像３４において、造影剤を導入されている冠状血管２６の輪郭および幾何学的形状
は良好に可視化することができる。図示のモノプレンＸ線撮像装置の代わりにバイプレー
ン装置を使用してもよい。
【００２８】
　Ｘ線システムに追加して血管内超音波用のＩＶＵＳ装置２０も設けられており、このＩ
ＶＵＳ装置２０はカテーテル２２を含み、そのカテーテル２２により超音波ヘッド２４が
冠状血管２６の中に導入され、冠状血管２６内で移動される。超音波ヘッド２４は超音波
送出器ならびに超音波検出器を含み、これらにより、冠状血管２６の血管内壁を描出する
画像データが取得される。これらの画像データはインターフェース１８を介してコンピュ
ータ１６にさらなる処理のために導かれ、その結果これらの画像データは超音波画像３６
としてＸ線画像３４と一緒にスクリーン３２上に表示可能となる。
【００２９】
　Ｘ線撮像装置１０により、ストロボスコープのように複数のＸ線画像を順次に相次いで
撮影して重ね合わせることにより、詳細度およびコントラストに富んだ合成Ｘ線画像３４
を生成することもできる。これらの複数のＸ線画像は、検出領域Ｅ内の冠状血管２６が同
一の幾何学的位置にある時点で取得されなければならない。これを保証するために、心臓
２８の心拍動を検出するＥＣＧ（心電図）装置４２が設けられている。このようにしてＸ
線画像を常に同一の心時相で撮影することによって、Ｘ線画像３４の作成時に冠状血管２
６の動きをできる限り取り除くことが保証される。
【００３０】
　図２は、画像処理方法において超音波ヘッド２４をどのよう位置測定してＸ線画像３４
に関連付けるかを概略的に示している。第１ステップにおいては、冠状血管２６が造影剤
を含んでいる状態で、上述の如くＸ線撮像装置１０により一連のＸ線画像がＥＣＧ同期下
で撮影される。これらの個々のＸ線画像の重ね合わせは、造影剤に基づいて冠状血管２６
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の幾何学的形状および延びが明瞭に現れるＸ線画像データセットＲ１を提供する。この場
合に超音波ヘッド２４は既に患者３０の身体内に導入されているが、しかしまだ検出領域
Ｅ内にはない。
【００３１】
　第２ステップでは、造影剤の投与を終了された冠状血管２６では、この冠状血管２６を
通る連続的な血流のために造影剤はもはや冠状血管２６中に存在していない。再びＸ線撮
像装置１０により一連のＸ線画像がＥＣＧ同期下で撮影され、これらのＸ線画像は重ね合
わされて１つのＸ線画像データセットＲ２を形成する。造影剤がないために、Ｘ線画像デ
ータセットＲ２中には冠状血管２６の輪郭が殆ど現われず、このことが図２には破線によ
って示されている。これに対して患者３０の心臓ペースメーカの部品３８ならびに手術縫
合部４０がＸ線画像データセットＲ２中に明瞭に現れる。しかし代替として、このＸ線画
像データセットＲ２の取得時に超音波ヘッド２４が既に検出領域Ｅ内に存在してもよい（
ただし、静止状態もしくは不動状態である）。Ｘ線画像データセットＲ２の取得は少なく
とも１つの呼吸周期もしくは心拍動周期の時間にわたっている。
【００３２】
　第３ステップでは超音波ヘッド２４が冠状血管２６内の出発位置に配置される。超音波
ヘッド２４がカテーテル２２を介して引き戻しによって冠状血管２６内の出発位置から移
動される間、Ｘ線撮像装置１０により（再び造影剤なしに）透視が行なわれ、つまり一連
のＸ線画像データセットＲ３ａ～Ｒ３ｄが取得される。これらのＸ線画像データセットＲ
３ａ，Ｒ４ｂ，Ｒ３ｃ，Ｒ３ｄのそれぞれにおいて超音波ヘッド２４は冠状血管２６内の
異なる位置を取る。心臓ペースメーカの部品３８もしくは縫合部４０は、静止もしくは位
置固定の状態にあり、従ってＸ線画像データセットＲ３ａ～Ｒ３ｄにおいてそれぞれ同じ
幾何学的位置に現われる。
【００３３】
　コンピュータ１６内で進行するセグメンテーションアルゴリズムにおいて部品３８もし
くは縫合部４０が誤って超音波ヘッド２４として識別されることを回避するために、今や
第４ステップでは（コンピュータ１６内に記憶された）Ｘ線画像データセットＲ２をＸ線
画像データセットＲ３ａ～Ｒ３ｄのそれぞれから引算することによって、付属の差画像デ
ータセットＳａ，Ｓｂ，Ｓｃ，Ｓｄが生じる。概略的に図２に示されているように、これ
らの差画像データセットＳａ～Ｓｄにおいて部品３８もしくは縫合部４０に属するデータ
が消去され、今や超音波ヘッド２４しか現われない。ここで行なわれるセグメンテーショ
ン法では超音波ヘッド２４を明確に識別して、それの位置を座標ｘ’，ｙ’にて測定する
ことができる。
【００３４】
　（図２に丸印で囲まれたマイナス符号によって表された）引算を行なう前に、低域通過
フィルタ（例えば、ガウスフィルタ）によりＸ線画像データセットＲ２，Ｒ３ａ～Ｒ３ｄ
をフィルタ処理し、それによってノイズによる不都合な影響を最小化するとよい。信頼性
のある引算を保証するために、Ｘ線画像データセットＲ２，Ｒ３ａ～Ｒ３ｄが同一の心時
相で取得され、このことがＥＣＧ装置４２によって保証されている。セグメンテーション
法では、一般に超音波ヘッド２４に割り当てられる局所的な強度最大値も検出することが
できる。これのために閾値基準が定められるとよい。
【００３５】
　この実施例では、座標ｘ，ｙを有するＸ線画像データセットＲ１の座標系と、座標ｘ’
，ｙ’を有する差画像データセットＳａ～Ｓｄの座標系との間の関係が既知である。従っ
て、冠状血管２６内の超音波ヘッド２４の位置は一義的に測定することができる。このよ
うにして、冠状血管２６内の超音波ヘッド２４が見える画像Ｘａ～Ｘｄを提供することが
できる。この追加の画像処理ステップがプラス符号によって表されている。これらの画像
Ｘａ～Ｘｄを、今やＸ線画像３４の代わりにスクリーン３２上に表示することができる。
付加的に、今や冠状血管２６内の超音波ヘッド２４のその都度の位置に従って、この位置
に属する冠状血管内壁表示を、スクリーン３２の右側において超音波画像３６内に示すこ



(10) JP 6140398 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

とができる。この表示様式は非常に直観的であり、治療担当医にとって容易に理解できる
ものである。
【００３６】
　従来においては、ＥＣＧ装置４２により心臓のポンプ作用に起因する運動だけが利用さ
れた。しかし付加的に呼吸に起因した冠状血管の運動を利用することもできる。このため
に例えば毎秒１５個の画像および画像当たりの比較的少ないＸ線量を有する第２のＸ線画
像データセットＲ２が取得される。この画像シリーズには呼吸運動および心臓運動の重な
り合いによって起きる運動がくっきり現われる。心拍動運動はＥＣＧ装置４２によって取
得されるデータにより算出することができる。その結果、呼吸運動が推定可能である。画
像シリーズの個別画像の自動比較によって、呼吸運動を再現する運動を有する画像中心（
ＣＯＭ＝Center of Mass、質量中心）を求めることができる。
【００３７】
　Ｘ線画像データセットＲ３ａ～Ｒ３ｄも同じ条件下で取得されるので、Ｘ線画像データ
セットＲ２とＸ線画像データセットＲ３ａ～Ｒ３ｄとの間の相互相関を決定することによ
り、その都度差画像データセットを求めるための基礎をなす画像データセット対を選び出
すことができる。このようにして差画像データセットＳａ～Ｓｄにおいては呼吸運動が消
去されている。
【００３８】
　更に、差画像データセットＳａ～Ｓｄにおける画像ノイズを最小化するために、Ｘ線画
像データセットＲ２，Ｒ３ａ～Ｒ３ｄにおける静止状態の画像情報および場合によっては
余剰の画像情報を利用してもよい。この場合に、例えば２００９年３月出版の刊行物“Br
itisch Journal of Radiology”（第８２巻）の第２３５～２４２頁に掲載のYiannis Kyr
iakouほか共著の論文“non-gated dual-energy radiography”の段落“Motion-free merg
ing”に記載されているような従来技術から公知の画像処理方法を適用することができる
。
【符号の説明】
【００３９】
１０　　　　　　Ｘ線撮像装置
１２　　　　　　Ｘ線管
１４　　　　　　Ｘ線検出器
１６　　　　　　コンピュータ
１８　　　　　　インターフェース
２０　　　　　　ＩＶＵＳ装置
２２　　　　　　カテーテル
２４　　　　　　超音波ヘッド
２６　　　　　　冠状血管
２８　　　　　　心臓
３０　　　　　　患者
３２　　　　　　スクリーン
３４　　　　　　Ｘ線画像
３６　　　　　　超音波画像
３８　　　　　　心臓ペースメーカ
４０　　　　　　縫合部
４２　　　　　　ＥＣＧ（心電図）装置
Ｅ　　　　　　　検出領域
Ｒ１　　　　　　Ｘ線画像データセット
Ｒ２　　　　　　Ｘ線画像データセット
Ｒ３ａ～Ｒ３ｄ　Ｘ線画像データセット
Ｓａ～Ｓｄ　　　差画像データセット
Ｘａ～Ｘｄ　　　画像
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